
演習名 国際経済法演習 担当教員 川島富士雄先生 

開講曜日時限    月曜５限 

１．演習内容 

担当教員は従来、世界貿易機関（WTO）紛争解決手続の研究、同パネル・上級委員会報告の判例分析に加

え、日中独占禁止法を中心にアジアにおける競争法の発展に関する研究等に従事してきました（参考 川島

個人ブログ：https://fujiokawashima.wordpress.com/about-2/）。そこで、本演習では、「国際経済法」の

厳密な定義はさておき、国際的経済活動に関係する法制度に関心を持つ学生を幅広く募集します。例えば、

次のような問題に関心を持つ学生は是非ご参加ください。 

 １）2025年1月発足の米国・第2次トランプ政権は、中国だけでなく、全世界に対し「相互関税」等の関税

を発動した。また、米国は半導体等ハイテク製品の対中輸出を制限したりもしている。これってWTO

上、問題ないのだろうか？ 

 ２）ロシアのウクライナ侵攻後、G7各国を中心にロシアに対する半導体の輸出禁止やロシアからの原油輸

入の禁止などの制裁を発動している。これってWTO上、どう評価されるのだろうか？  

 ３）最近ニュースで「経済安全保障」という用語をよく耳にするけど、一体どういう意味なんだろう？ 

 ４）中国が提唱する「一帯一路」構想に基づいて、アジアからアフリカまでさまざまなインフラ投資の動

きが見られるが、「一帯一路」とは一体どんな構想で、これにより国際経済秩序はどのように変化し

ていくのだろうか。 

５）中国が独占禁止法を活発に運用するようになり、日本企業を含め「外国企業が狙い撃ちされている」

とも言われるが、本当にそうなんだろうか。 

 

基本的に参加者の関心テーマに基づいた報告を中心に運営します。１）や２）に関心を持つ学生が多けれ

ば、WTO紛争解決パネル・上級委員会報告を原典（英語）で読む機会や英語ディスカッションの機会を設定し

ます。ここ数年は、米中経済摩擦を中心テーマにしつつ、その年その年の最新動向（例えば、コロナとワク

チン特許、ロシアのウクライナ侵攻を受けた各国による対ロ制裁、「環太平洋パートナーシップに関する包

括的及び先進的な協定（CPTPP）」、「インド太平洋経済枠組み（IPEF）」、トランプ関税等）も取り上げて

います。 

 

２．運営及び応募者への希望 

将来、国際的なビジネスに携わりたいと思っている人、国家公務員として世界を相手に交渉したいと考え

ている人、国際公務員を目指している人、最新の国際問題について議論したい人など、幅広く歓迎します。

関心テーマにもよりますが、例えば、上記１）～２）のテーマに取り組めば、英語の実力を試し、それを伸

ばすチャンスですし、１～2年次に中国語を学んだという学生は、例えば、上記４）、５）等を選べば、その

語学力をより実践的に活用する、よい機会になると思います。将来、英語も中国語も使いたいと考えている

学生は、本演習で是非その能力を磨いてもらえればと思います。 

なお、演習参加者は、担当教員が過去又は前期に開講した講義「国際経済法」（火曜１限）を受講済みだ

と内容が分かりやすいですが、単位履修済みであることを参加条件とはしません（既履修者を除く）。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（  ３０ 単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

https://fujiokawashima.wordpress.com/about-2/


５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

成績評価方法 

ゼミでの報告内容・討論貢献度・出席を総合的に評価します。 

 

 

 



演習名 行政法演習 担当教員  角松先生 

開講曜日時限    火曜５限 

１．演習内容 

本演習のテーマは、法律論ディベートのスキルを身につけることです。法律論に関するディベートの試合を行うことを通じ

て，法的議論の技法を学ぶことを到達目標とします。（但し,後期「変更可能性」参照）。原則対面で行いますが、必要に応じ

てオンラインを併用します。 

【授業の概要】 ディベートとは，「①与えられた公的な論題で、②肯定側と否定側に分かれて、③ジャッジを説得する討論」

（武田顕司『ネコと学ぶディベートの本』（デザインエッグ）と定義されます。 本期のゼミでは、「法的議論の技法を学ぶこと」

を目的として、「法律論ディベート」を行いたいと思います。その目的は、「法的議論の技法を学ぶこと」です。少なからぬゼミ

で、法律学の「内容」を学ぶためにディベート形式の議論が取り入れられていると思いますが、このゼミでは、「内容」ではな

く、「議論の仕方」に重点を置きます。素材は行政法には全くとらわれません。 また、前期演習では、現状を変更する政策的提

案（例：「選挙の棄権に罰則を設ける」）について、メリット・デメリットを比較する「政策論ディベート」を行いますが、後期の

「法律論ディベート」ではメリット・デメリットよりもむしろ「規範」の発見・確認（明確化）とその「当てはめ」に重点を置きます。 

  「法律論ディベート」の類型としては、（1）実際の裁判例を素材にして作成した「事例」に対して、法律の規定を（「解釈」を

行った上で）当てはめる「法律事例ディベート」、（2）具体的事例にフォーカスせず、ある法律の規定に関する複数の解釈論

のいずれが優れているかを議論する「解釈論ディベート」の2つがあります。また、上記の「政策論ディベート」と接近します

が、（3）ある法制度を立案し、それが憲法に違反しないか、他の法制度と整合するかを議論する「制度設計ディベート」もあり

ます（メリット・デメリットではなく憲法適合性や制度的整合性を議論するところに政策論ディベートとの違いがあります）。 

 これらの議論は、現実世界でも行われています。（1）（2）は法律の教科書や論文に普通に見られますし、現実の裁判でもま

さに原告・被告がこのような議論を行っています。(3)も国や自治体の政策決定の過程で現実に行われる議論の一部です。し

かし、ディベート形式をとることで、「中身」よりも、「議論の仕方」を意識して「技法」を習得することを目標にします。 

具体的論題については参加者と相談して決定します。昨年までの演習では(1)にあたるものとして、「誤想過剰防衛」「モ

デル小説と名誉毀損」「学校での髪型規制」「アイドルへの名誉毀損」「性風俗関連特殊営業に対する持続化給付金の不

支給」「VTuberに対する名誉毀損」「タトゥーを入れた人に対する公衆浴場利用拒否」「採用内定取り消し」「音楽教室と演

奏権」「生成AIと著作権」「名誉毀損罪成立の可否」に関する仮想事例に関するディベートを行いました。(2)にあたるものと

して「択一的競合」「同性婚（又はその法的効果の一部）を認めないことは憲法違反か」「婚姻意思に関する最判

1969.10.31の判例理論を改めるべきか」「死刑の合憲性」「夫婦強制同氏制の合憲性」「死者の占有」､(3)に当たるもの

として、「テレビ設置に伴うNHK受信料支払い強制の廃止」「外国人参政権」をテーマとしてディベートを行いました。 

【授業計画】本演習のテーマは「法律論ディベート」ですが、ディベート初心者を念頭に置いて、まず「政策論ディベート」を行

ってディベートの技法を理解します。その後「法律論ディベート」に入っていきます。 

(1）イントロダクション・第1論題（政策論ディベート）選定 

(2)-(4)ディベートの技法/第1論題(政策論ディベート） 

(5)法律論ディベート論題選定 

(6)-(8）第2論題(法律論ディベート1） 

(9)-(11)第3論題(法律論ディベート2） 

(12)-(14)第4論題(法律論ディベート3） 

(15）振り返り（試験期間終了後に実施） 

【変更可能性】上記の内容は、一定数の参加者がいることを前提としています。参加者が少ない場合は、法律論ディベートを

中心とすることが難しくなる場合もあります。その場合は、参加者と協議して、法的議論の技法を学ぶ本ゼミの目的に即した

実施方法を検討します。 

 

２．運営及び応募者への希望 

本演習の履修には、特定の前提知識を必要としません。ディベート初心者・経験者、いずれの参加も歓迎します。各回の報



告およびディベートにはかなりの事前準備が必要です。積極的参加とチームへの貢献が求められます。また、判定理由書の

作成・振り返り等の事後学習も求めます。 

法律論ディベートによる育成が期待される法的議論能力は、企業・行政機関等への就職を予定されている方にとっても、

大学院（法科大学院等の専門職大学院、研究大学院）進学を予定されている方にとっても、将来役立つ能力です。もちろん

その能力向上は，皆さんの積極的・主体的参加によって初めて可能になります。チームで協力して，試合前の準備を十分行う

必要があります。チームプレーから築かれる人間関係も，皆さんには貴重な財産になることでしょう。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：緩和する（ 24   単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位  

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する  

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する  

 

 

 成績評価方法 

平常点100％により評価します。報告・ディベートへの参加、立論原稿・判定理由書の提出により、到達

目標の達成度を判断して評価します。 

 



演習名 西洋政治史演習 担当教員 安井 宏樹 

開講曜日時限 火曜５限 

１．演習内容 

 2024年12月3日深夜に韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領が非常戒厳を宣言して軍隊を動員し、国会の活

動を禁止しようとする事件が起こりました。この事件は、韓国国会が軍・警察の干渉を押し切って翌4日未明に戒

厳令解除要求決議案を可決したことから収束へと向かい、2025年4月に尹大統領の弾劾成立・失職へとつながって

幕を閉じましたが、大統領が自分に不都合な政治動向や選挙結果を覆すべく、軍隊や民衆による暴力行使へと傾斜

する傾向は、2020年の米大統領選挙後にも見られたことから、「民主政の後退」を懸念する声も高まっています。 

 2026年度の演習では、民主政の崩壊を扱った研究を講読し、今日の問題関心から検討し直し、議論することを通

じて、政治学の分析概念や、様々な国・時代の政治史的な背景についての理解を深めることを目指します。 

 

２．運営及び応募者への希望 

 進め方の素案としては、 

(1) 君塚直隆『議会制民主主義という神話：イギリス近代史の真実』（筑摩書房）2026年を講読した上で、 

(2) 参加者（グループも可）が興味を持っている民主政の後退や崩壊に関する事例について調べ、発表して

もらい、討論する、 

というものを想定していますが、参加者の要望に応じて自由報告を入れるなど、柔軟に対応することも可能です。 

 授業の初回に、講読の分担や自由報告の希望等について相談し、報告日程を決めますので、参加者は、希望する

テーマ等を（漠然としたものでも構いませんので）あらかじめ考えてきてください。能動的・積極的な学びの意欲

を持つ皆さんの参加をお待ちしています。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（       単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（       単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

 

 成績評価方法 

発表報告20％、演習への参加貢献度（演習中の発言等）80％で評価します。 

 

 



演習名 国際関係論演習 担当教員 栗栖薫子先生 

開講曜日時限    木４ 

１．演習内容 

 

国際関係演習（後期）では、広く国際関係に関連した諸問題をとりあげ、分析を試みる。国内紛争、平和構築、人

間の安全保障、テロ問題など以外にも、参加者の関心にあわせてテーマを選択する。個別研究による論文作成、な

らびにグループワークによる研究報告の双方を行う。 

授業の到達目標は以下の通り： 

1. 国際関係論の諸概念やモデルを用いて、現実の国際関係の事象を分析する能力を修得する。  

２. 具体的な国際関係のテーマについて、学術的な論文を書く基礎的力を修得する 

３．共同研究ならびに個別研究の双方を実施する基礎的な観点を修得する 

 

 

２．運営及び応募者への希望 

 

学術研究をしてみたい人、学部４年間の成果を形として残したい人に適した演習である。国際機関や開発・人道援

助機関、国際NGO等での就職を将来希望する場合、いずれかの時点で大学院への進学が必要であり、学部生のうち

に論文を執筆しておくと有利である。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ・ 緩和する（    ３０   単位） 

    ２年生（応募可能な場合）：１８単位 ・ 緩和する（    単位） 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する ・ 優先しない  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する ・ 優先しない 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 

学期ごとに募集する   ・   同時に募集する（通年演習） 

学期ごとに募集する場合： 

前期で演習に参加していた者を後期募集時に・・・   ＊後期のみ開講のため該当せず 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を    

優先する ・ 優先しない 

 

 

 成績評価方法 

合同ゼミのプレゼンテーション準備（20％）、当日のプレゼンテーション（20％）、論文の準備過程

（20％）、ならびに論文の内容（40％）によって総合的に評価する。ゼミ論は、演習の内容に関連した

研究論文であること: ３年次は、A4で5-6枚のエッセイ（例：関心のある国際問題の動向を整理し論じ

たもの）; ４年次は、A4で15枚（20000字）程度、研究論文（学術的概念を用いた分析）であること。 

 

 



演習名 法社会学演習 担当教員 馬場先生 

開講曜日時限 木曜５限 
  

１．演習内容 

 ２０２６年の馬場法社会学演習は、前期は日本の司法統計の分析を、後期は法社会学研究の

文献や論文の購読を行う予定です。 
 前期については、日本の司法統計を実際にデータとして使い、各人がそれぞれ分析し、法社

会学研究を行ってもらおうと思います。用いるものは、戦前、あるいは戦後の、全国レベル、

あるいは都道府県レベルの、民事・行政、刑事、家事の司法統計です。またアメリカ施政下の

沖縄の司法統計もあります。これらは図書館やオンライン、あるいは私が個人的に持っている

ものを使うことになります。関連した論文の購読もはさみます。 
 こうしたデータの中から各自の関心に応じて、特定の分野のものを選択し、PC にデータとし

て入れて、人口比をとったり、他のデータ（地域ごとの GDP など）との相関を撮ったり、時系

列の変化を見たり、地域差を見出したりする中で、差異や変化がどうして生じているのか、検

討してもらおうと思います。具体的な分析方法については、ゼミの中で紹介します。統計の知

識は基礎的なもの（高校数学レベル）があれば十分です。日本の司法制度が戦前戦後の時系列

の中で、どのように使われてきたのかに関心を持つ人で、実際のデータで社会科学的調査研究

をするとはどういうことなのか、その入口を経験してみたい方、おいでください。各自の PC
にデータを打ち込んでもらう予定ですので PC が必要です。統計処理に関しては、表計算ソフ

トの関数を使う簡単な操作程度で十分です。この程度でも、アイデアと着眼点次第で十分面白

い分析ができることがわかるでしょう。 
 後期は、日本の近年の法社会学研究者のすぐれた研究論文や文献を購読します。どれがすぐ

れた論文・文献であるかは、私の方でも紹介しますが、文献については、２０１０年から２０

２３年までに出された５１冊を解説したブックガイド（飯田 高/太田勝造/佐藤岩夫・編『法社

会学ブックガイド 2010-2023 』信山社(2025)）がでましたので、それを読む中で、候補を絞ろう

と思います。論文や文献の選定については、参加者の意向や関心も尊重する予定です。 
 

 

２．運営及び応募者への希望 

 このゼミは、学年を問うものではありません。２年生では難しく、４年生なら易しい、ということはありません。

興味とやる気のある方は、遠慮なく参加していただきたいと思います。学術論文の購読と、データの分析を通して、

法社会学という学問に触れてみたい方、ぜひおいでください。 

 

３．履修要件単位数    ３・４年生：３６単位 ２年生：１８単位 

 

４．２年次で演習に参加していた者を３年次生募集時に 優先する  

３年次で演習に参加していた者を４年次生募集時に 優先する 

 

５．前期・後期の両方に開講する演習について 同時に募集する（通年演習） 

 

６．大学院法学政治学専攻進学グローバル・プログラム（速成プログラム）に登録した学生を 優先しない 

 

 成績評価方法：ゼミへの積極的な参加と、十分な準備・自己学習をしたかどうかで判定します。 

 


